
新座都市計画地区計画の変更（新座市決定） 

 

 

 

都市計画新堀二丁目北地区地区計画を次のように変更する。  

当 初 決 定 告 示 年 月 日 

平 成 ２ ２ 年 ２ 月 ５ 日 

最 終 変 更 告 示 年 月 日 

平成２５年１２月２６日 

名     称 新堀二丁目北地区地区計画 

位     置 新座市新堀二丁目の一部 

面     積 約１.２ヘクタール 

地区計画の目標 

本地区は、西武池袋線清瀬駅の東約０.８キロメー

トル圏内に位置し、地区の半分は農地が残るものの、

宅地化率３分の１を越える地区である。 

本計画により市街地形成の適正な規制・誘導を行

い、良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に

関
す
る
方
針 

土地利用の方針 
安全で快適な住環境を有する低層・中高層住宅地

を主体とした土地利用を誘導する。 

地区施設の 

整備の方針 

既に整備されている道路等の機能が損なわれない

ように、維持・保全を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

良好な住環境を形成し、保全するため、建築物の

敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等

の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又は柵の

構造の制限を定める。 
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建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の敷地  

面積の最低限度 
１１０平方メートル 

壁面の位置 

の 制 限 

１ 道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面までの水平距離は、５０センチメートル以上と

する。ただし、本計画の当初決定告示以前から敷地

面積が１１０平方メートル未満の場合は適用しな

い。 

２ 隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面までの水平距離は、５０センチメートル以上と

する。 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限  

建築物の形態又は色彩その他の意匠は、新座市景観

計画表３に規定する景観形成基準及び表４に規定する

色彩基準を遵守するものとする。ただし、景観法第 

１６条第１項又は第２項による届出を行うものについ

ては、適用しない。 

垣又は柵の 

構造の制限 

道路に面する側の垣又は柵は、生け垣又は敷地地盤

面から高さ６０センチメートル以下の基礎部分の上に

透視可能なフェンスを施したもので、基礎部分を含む

高さが敷地地盤面から１．５メートル以下のものとす

る。 

「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり」 

理 由 市が定める地区計画の表記の仕方を統一するため、所要の文言変更を行 

うものである。 

  



新堀二丁目北地区地区計画区域 

 
 

区域 用途地域 建ペイ率 容積率

60% 200%
第一種中高層住居
専用地域

地区整備計画区域


